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長い目で見た日本の大きな流れは、社会保障制度の縮小および増税なのは明らかで

す。だからと言って嘆いていても仕方ありません。自己責任時代を工夫と努力で生

き抜いていく事を、楽しめるくらいのたくましさがあれば、充実した人生を送れる

と私は思います。その為には「何かしら、誰にも負けないものが必要…」と考え、

自分の性格や特性も考慮し、試行錯誤の末、『生前対策・親族間の資産取引』

に限定した税務,ＦＰにたどり着きました。皆様のお役に立ちたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相続税が掛かる方も、掛からない方も！   法令遵守します！ 
 

 

『  面談形式でのご相談  』  ６０分５,０００円 
こちらに関しては仮定の事例や一般論での説明も可能ですので、個人情報をお伝え

いただかずにご相談を承ることも可能です。 
 
『  各種対策や税務手続き実行など  』  １件３０,０００円～ 
事案により異なりますので、事前に説明いたします。お客様にご納得いただいてか

らの業務実行となります。 
 
 
 

：資産家に限らず、相続税が掛かる掛からないを問わず、親族間での協

力と決断が一層重要となってくる時代です。 
：事前確認や事前の資料作成なども、有効な手段となる場合があります。

：会社経営者の方の自社株式（非上場株式）については対応しておりま

せん。本当にお客様の為になる業務を提供する目的で、業務内容を極

めて限定しております。ご了承ください。（生兵法は大怪我のもと…） 
★見た目にこだわらず、お気軽にご利用いただける敷居の低い専門家です。 

          
 
 
 
 
 
 
 

★現役開業税理士（官報合格第 49292 号＆税理士登録第 120448 号）による指導 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(A)ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士１級２級３級  （国家資格） 

６０分 ２,０００円 
★１級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士（第 1F1－0－07－003530 号）による指導 
 

 
 

1級…無料体験含めて 81回 

2,3級…無料体験含めて各 31回 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(B) 日商簿記２級３級  （公的資格） 

６０分 ２,０００円 
2級…無料体験含めて 31回 

 3級…無料体験含めて 21回 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★税務対策・実行 
生前に土地建物や金融資産を譲る（贈与・親族間売買・交換）

  →スタートは税法上の財産評価から 
   税法上の各種特例適用判断 
 
小規模宅地等の課税特例の見込み（自宅土地・事業用土地の評価）

 
★ＦＰ（流れと費用を知る、事前対策用） 
自分でできる事、公的機関の活用、専門家に依頼すべき事 
相続の発生、遺産分割の流れなどを事前に知っておく 

一般家庭に活かす税務・ＦＰ１ 
右面も  

ご覧ください 

左面も 

ご覧ください 
資格検定試験  1 対 1 指導  

個人事務所ですが丁寧に指導しています。  
ネット ( e-ma i l 添 付 ﾌｧｲﾙ )講座 もあり。詳 細はＨＰで。  

２

確かに実務と学習は違うもの。しかし、両者は全く異質なも

のではなく、お互いを補う関係にあります。  
これからは個人の力を伸ばす時代。キャリア UP、趣味に活

用してください。

通常の会社の一般的な経理では、2 級までの

内容で十分です。起業する方にとっても、

大いに使える知識です。 
3 級の内容は一般常識としても役立ちます。 

業務に最大限活用しています。 
自己責任時代の防衛策として

も最適！  就職にも有利です。 

入会無料、オリジナルテキスト無料。無料体験１回。 
狭くて、質素な所です・・・ ご了承ください。 中身で勝負。 

樟葉駅                     京阪電車、京都方面（北） 
 
 
 

                                        楠葉野田一丁目交差点   北楠葉交番 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     楠葉中央交差点   〒楠葉野田局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           樟葉小学校  ★ 

ここ（2 階建て連棟）

お客様専用Ｐあり 

コンサルティング ＆ ラーニングの     税理士・一級ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ技能士  俣野 嘉克 

ＭＡＴＡＮＯ 税理士 一級ＦＰ事務所 

大阪府枚方市楠葉野田１丁目３２－１   ０７２－８６６－３４５０    
（道路向かいにお客様専用Ｐございます） http://www.k5.d ion.ne. jp/~e-matano/ 

○2 資格検定試験指導に関して


